
生駒市規則第１５号 

 生駒市排水設備指定工事店等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  平成２７年４月１６日 

生駒市長職務代理者 

生駒市市長公室長 坂 本 千 鶴 

    

   生駒市排水設備指定工事店等に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市排水設備指定工事店等に関する規則（昭和５９年４月生駒市規則第９号

）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２０条」を「第１９条」に、「第２１条」を「第２０条」に改め

る。 

 第７条中「前条」を「第３条第１項」に、「の規定により排水設備指定工事店

証の交付を受ける際」を「の規定による指定の申請の際」に改める。 

 第９条第１１号を次のように改める。 

 (11) 第３条第１項の申請書の記載事項及び同項各号に掲げる書類の内容に変

更が生じたときは、速やかに、排水設備指定工事店指定（更新）申請事項変

更届（様式第８号）に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

 第１２条中「第２０条」を「第１９条」に、「第１７条第２項に規定する有効

期間」を「第１６条第３項の登録期間」に改める。 

 第１３条第１項第４号中「第２０条」を「第１９条」に改める。 

 第１４条第１項中「第１７条第２項に規定する有効期間」を「第１６条第３項

の登録期間」に、「様式第８号）を」を「様式第９号）に次に掲げる書類を添え

て」に改め、同項に次の２号を加える。 



(1) 市長が指定する者（以下「指定試験機関」という｡)が行う排水設備工事

責任技術者試験の合格者又は排水設備工事責任技術者更新講習（以下「責任

技術者更新講習」という｡)の修了者に交付される排水設備工事責任技術者証

（以下「責任技術者証」という｡)の写し 

(2) 顔写真（上半身、無帽の縦の長さ３．５センチメートル、横の長さ２．

５センチメートルの写真で申請日前３月以内に撮影したもの）２枚 

第１４条第２項を次のように改める。 

２ 前項の場合において、病気その他やむを得ない理由により指定試験機関が行

う責任技術者更新講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、遅滞なく、

当該講習を受講し、その修了者に交付される責任技術者証の写しを市長に提出

しなければならない。 

 第１６条第１項中「新規登録にあっては責任技術者試験に合格した者につい

て、更新登録にあっては責任技術者更新講習を修了した者（第１４条第２項ただ

し書に該当する者を含む｡)について」を削り、同条第２項中「様式第９号」を「

様式第１０号」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 責任技術者の登録の期間（以下「登録期間」という｡)は、責任技術者の登録

の日から起算して４年を経過する日後における最初の６月３０日までとする。

ただし、責任技術者証の有効期限が登録期間の末日に達しない場合にあって

は、当該責任技術者証の有効期限内に当該登録期間を超える有効期限の責任技

術者証が交付されない限り、当該登録の日から当該責任技術者証の有効期限ま

でとする。 

４ 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本市職員、工事申込人その他の

関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 第１７条を削る。 

第１８条中「責任技術者証」を「第１４条第１項の申請書」に、「第１４条第



２項ただし書」を「同条第２項」に、「遅滞なく、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない」を「速やかに、排水設備工事責任技術者登録（更新登録）申請事項

変更届（様式第１１号）を市長に提出しなければならない」に改め、同条を第１

７条とし、第１９条を第１８条とし、第２０条を第１９条とする。 

第４章中第２１条を第２０条とする。 

様式第１０号を削り、様式第９号を様式第１０号とし、様式第８号を様式第９

号とし、様式第７号の次に次の１様式を加える。 



様式第８号（第９条関係） 

 

 

 

排水設備指定工事店指定（更新）申請事項変更届  

 

  年  月  日  

 生駒市長  殿  

                届出者 住  所  

氏  名          ㊞  

電話番号                      

 

 下記の事項に変更が生じましたので、生駒市排水設備指定工事店等に関する規

則第９条第１１号の規定により届け出ます。 

 

記  

 

変 更 事 項  

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日  

そ の 他  



様式第１０号の次に次の１様式を加える。 



様式第１１号（第１７条関係） 

 

 

 

排水設備工事責任技術者登録（更新登録）申請事項変更届  

 

  年  月  日  

 生駒市長  殿  

                届出者 住  所  

氏  名          ㊞  

電話番号                      

 

 下記の事項に変更が生じましたので、生駒市排水設備指定工事店等に関する規

則第１７条の規定により届け出ます。 

 

記  

 

変 更 事 項  

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日  

そ の 他  



  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の生駒市排水設備指定工事店等に関する規則

第１７条第１項の規定により交付されている排水設備工事責任技術者証（以下

「旧責任技術者証」という｡)は、同条第２項に規定する有効期間に限り、なお

その効力を有する。この場合において、旧責任技術者証を有する者は、当該有

効期間が満了したときは、速やかに旧責任技術者証を市長に返還しなければな

らない。 

 




